
令和７年第１２回　岡谷市農業委員会総会議事録 

 

１．日　時　令和７年１２月２５日（木）午後１時５８分から午後２時５３分 
 
２．場　所　４０１B会議室 
 

３．出席者（１５人）　 

　Ⅰ．農業委員（８人） 

会　長　　１番　宮澤　淑 

委　員　　２番　今井　久夫 

　　　〃　　　３番　濵　由美子 

〃　　　４番　山岡　啓助 

　　　　〃　　　５番　早出　澄雄 

　　　　〃　　　６番　清水　江身子 

　　　　〃　　　７番　山田　和男 

　　　　〃　　　８番　髙林　敬子 

Ⅱ．推進委員（３人） 

　　　　　　　　　　　小口　建二 

　　　　　　　　　　　山﨑　和彦 

伊藤　範雄 

　Ⅲ．事務局職員（４人） 

　　　局　長　　　　　小林　隆志 

　　　次　長　　　　　宮坂　征憲 

　　　主　任　　　　　後藤　円佳 

　　会計年度職員　　黒河内　規子 

 

４．欠席委員 

　　　　　なし 

 

５．議事録署名委員 

　　　　　　　２番　今井　久夫 

　　　　　　　７番　山田　和男 

６．議　事 

　・議案第４１号　農地法第３条の規定による許可処分について 

　・議案第４２号　農地法第４条の規定による許可申請書の進達について 

・議案第４３号　農地法第５条の規定による許可申請書の進達について 

 

７．会議の概要 

　　【開会　午後１時５８分】 



髙林会長代理　定刻前ですが、これから令和７年第１２回岡谷市農業委員会総会を開催します。

本日は全員が出席していますので、本総会はここに成立していることを宣言します。

それでは会長から挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。 

 

会長　　　　　あいさつ(省略)  

それでは日程３に入ります。本日の議事録署名委員の指名をいたします。２番　今

井　久夫　委員、７番　山田　和男　委員　両委員にお願いしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

　　　　　　　(了承)  

 

議長　　　　　それでは日程４の議事に入ります。議案第４１号　農地法第３条の規定による許 

可処分につきまして上程をいたします。１番、地区は駒沢地区です。申請者は私が 

当事者ですので、規約に則って、髙林委員に進行をお願いして退室したいと思いま 

す。 

　　　　　　〔宮澤委員退室〕 

 

髙林会長代理　会長が退室いただきましたので、議事を進めたいと思います。１番、地区は駒沢 

地区です。山﨑委員よろしくお願いします。 

 

山﨑委員　　　説明いたします。申請地の概略の位置は、川岸駒沢地区で、県道下諏訪辰野線を 

辰野方面に進み、川岸東四信号機を山側に入ったところで、譲受人の自宅から道路 

を挟んだ反対側に位置します。申請内容を申し上げます。 

　　　　　　〔議案書を朗読〕 

譲渡人は、東京に長く住んでおりまして、相続をした後はしばらく草刈り等をし 

　　　　　　ていました。ここ何年かは人に貸したりして、現状は荒廃地となっております。こ 

　　　　　　の度、譲受人と話がまとまりまして、譲り渡すことになりました。次に現地調査及 

　　　　　　び立会人からの聞き取りの結果を申し上げます。現地調査には譲受人が立ち会いま 

　　　　　　した。申請地の北側東側は市道と水路があり、石積みとコンクリート擁壁があり、 

　　　　　　明確になっていました。また、南側は馬入れがありますが実際には用悪水路が入っ 

　　　　　　ており、境界につきましては、申請地ののり下ということで話がついているとのこ 

　　　　　　とです。以上、所有権移転に関して特に問題ないと判断しましたが、よろしくご審 

　　　　　　議の程お願いいたします。 

 

髙林会長代理　ありがとうございました。ただいま山﨑委員から説明があり、所有権移転につい

て特に問題ないとのことですが、何かご異議はございませんでしょうか。 

 

　　　　　　　(異議なし) 

 



髙林会長代理　異議なしということで、１番を決定とさせていただきます。では、会長に入室し 

ていただきます。少々お待ちください。 

〔宮澤委員入室〕 

 

議長　　　　　続きまして、２番、地区は小井川地区です。小口委員、よろしくお願いします。 

 

小口委員　　　説明いたします。申請地の概略の位置は、今井新道を北上し、蚕糸博物館入り口 

信号機を右折し、生鮮市場を過ぎてすぐ斜め左側の道路端に位置します。申請内容 

を申し上げます。 

　　　　　　〔議案書を朗読〕 

　　　　　　　次に、現地調査及び立会人からの聞き取りの結果を申し上げます。現地立会いに 

は、申請代理人が立ち会いました。申請地は、譲受人の住宅地及び駐車場に接して 

おります。西側は宅地、北側は申請人の宅地で、現況は家庭菜園をしております。 

南側は道路に面しております。境界はコンクリート柱でそれぞれ明確になっていま 

した。引き続き申請地にてトマトや馬鈴薯、小松菜等の作付をするとのことです。 

以上、所有権移転に関して特に問題ないと判断しましたが、よろしくご審議の程お 

願いいたします。 

 

議長　　　　　ありがとうございました。ただいま小口委員から説明があり、所有権移転につい

て特に問題ないとのことですが、何かご異議はございませんでしょうか。 

 

　　　　　　　(異議なし) 

 

議長　　　　　異議なしということで、２番を決定とさせていただきます。続きまして、３番か

ら事務局より説明をよろしくお願いします。 

 

宮坂次長　　　農地法第３条の規定による許可処分の貸借について、事務局より説明させていた 

だきます。 

３番につきまして、新規の申請となります。借人は、岡谷市川岸中三丁目及び川 

岸西一丁目に計６筆／３,７０１㎡、辰野町に約１５０,０００㎡(１５ｈａ)の、合 

計１５３,７０１㎡の借入地があり、そのすべてで水稲の作付けを行っております。 

今回借受ける農地８２７㎡についても、水稲の作付けを行う予定であります。農機 

具については、トラクター３台、田植機３台、コンバイン２台を保有しております。 

農作業に従事する者は、２７歳の借人本人と２３歳の弟の２名で、年間従事日数は 

それぞれ２８０日とのことから、許可要件となる１５０日を満たしており、すべて 

の農地を効率的に耕作可能と認められます。令和６年度農地パトロールの調査結果 

は、いずれの農地も耕作中であり、地域との調和要件に支障が生じているとの報告 

や相談等もございません。以上から、本件については、問題ないものと判断いたし 



ます。 

　　　　　　　４番につきまして、新規の申請となります。借人は、岡谷市川岸東四丁目及び川 

岸東五丁目に、現況地目「田」が計５筆／１,８４９㎡と、現況地目「畑」が計８筆 

／１,７１６.２㎡の、合計３,５６５.２㎡の自作地を所有しており、田ではコシヒ 

カリ、畑では主にモロコシ、ウリ、トマトなどの作付けを行っております。今回新 

たに借受ける農地８５２㎡では、既存の田んぼと同様に、コシヒカリの作付けを行 

う予定であるとのことです。農機具については、トラクター、田植機、ハーベスタ、 

管理機を各１台所有されています。農作業に従事する者は、農作業経験３０年の借 

人本人とその妻の２名で、年間従事日数は借人が２７０日、妻が３００日とのこと 

であり、許可要件となる１５０日を満たしております。令和６年度農地パトロール 

の調査結果は、所有地の内の一筆／１１２㎡が再生困難な遊休農地となっておりま 

すが、そのほかはすべて耕作中であり、地域との調和要件に支障が生じているとの 

報告や相談等もございません。賃借期間は１０年間であるが、農作業に従事する借 

人及びその妻の両名とも６０代であり、すべての農地を効率的に耕作可能と認めら 

れることから、本件については、問題ないものと判断いたします。 

　５番につきまして、継続の申請となります。Ｒ４(２０２２)年１２月２７日開催 

の令和４年第１２回総会で、Ｒ５年１月１日からＲ７年１２月３１日までの３年間 

の賃借権設定を議決いただいております。借人が引続き耕作を行うため、Ｒ８年１ 

月１日からＲ１０年１２月３１日までの３年間について賃借権設定の許可申請があ 

ったものであります。賃借料の年額１０,０００円は、従前と同額でございます。借 

人は岡谷市川岸東二丁目に、現況地目「田」が計４筆／１,５６６㎡と、現況地目「畑」 

が計４筆／５９９㎡の合計２,１６５㎡の自作地を有しており、田んぼではコシヒカ 

リ、畑では主にトマト、ナス、サツマイモなどの作付けを行っております。今回、 

賃借権を継続する農地４９１㎡は、現況地目が「畑」となっておりますが、従前か 

ら水稲栽培を行っており、今後も、これまで同様にコシヒカリの作付けを行うとの 

ことです。農機具は、トラクター、田植機、稲刈り機を各１台所有しております。 

農作業に従事する者は、農作業経験７０年の申請者のみであるが、年間従事日数は 

３００日とのことから、許可要件となる１５０日を満たしており、すべての農地を 

効率的に耕作可能と認められることから、本件については、問題ないものと判断い 

たします。令和６年度農地パトロールの調査結果は、所有地の内の３筆／１,２６６ 

㎡(現況地目「田」)が再生困難な遊休農地となっているものの、そのほかはすべて 

耕作中であり、地域との調和要件に支障が生じているとの報告や相談等もございま 

せん。以上から、本件については、問題ないものと判断いたします。 

　　　　　　　６番につきましては、継続の申請となります。Ｒ４(２０２２)年１２月２７日開 

催の令和４年第１２回総会で、Ｒ５年１月１日からＲ７年１２月３１日までの３年 

間の使用貸借権設定を議決いただいております。借人が引続き耕作を行うため、Ｒ 

８年１月１日からＲ１０年１２月３１日までの３年間について使用貸借権設定の許 

可申請があったものであります。借人は市内に農地を所有しておらず、当該申請に 



係る農地以外の借入地もございません。今回、使用貸借権を継続する農地６４４㎡ 

では、これまで野菜の栽培を行っており、今後も同様とのことです。農機具は、耕 

運機を２台所有しております。農作業に従事する者は、農作業経験２０年の申請者 

のみで年間従事日数は許可要件と同日の１５０日とのことであるが、当該申請に係 

る農地以外に農地を有していないため、すべての農地を効率的に耕作可能と認めら 

れるものと考えております。令和６年度農地パトロールの調査結果も耕作中と認め 

られており、地域との調和要件に支障が生じているとの報告や相談等もございませ 

ん。以上から、本件については、問題ないものと判断いたします。 

　　　　　　　７番につきましては、継続の申請となります。Ｒ４(２０２２)年１２月２７日開 

催の令和４年第１２回総会で、Ｒ５年１月１日からＲ７年１２月３１日までの３年 

間の使用貸借権設定を議決いただいております。借人が引続き耕作を行うため、Ｒ 

８年１月１日からＲ１２年１２月３１日までの５年間について使用貸借権設定の許 

可申請があったものであります。借人は諏訪市在住であるが、同市内に農地を所有 

しておらず、当該申請に係る農地以外の借入地もございません。今回、使用貸借権 

を継続する農地９３㎡では、これまで野菜の栽培を行っており、今後も同様である 

とのことです。農機具は、耕運機を１台所有しております。農作業に従事する者は、 

農作業経験１０年の申請者のみで年間従事日数は許可要件と同日の１５０日とのこ 

とであるが、当該申請に係る農地以外に農地を有していないため、すべての農地を 

効率的に耕作可能と認められるものと考えております。令和６年度農地パトロール 

の調査結果も耕作中と認められており、地域との調和要件に支障が生じているとの 

報告や相談等もございません。以上から、本件については、問題ないものと判断い 

たします。 

　　　　　　　８番につきましては、継続の申請となります。Ｒ６(２０２４)年１２月２６日開 

催の令和６年第１２回総会で、Ｒ７年１月１日からＲ７年１２月３１日までの１年 

間の賃借権設定を議決いただいております。借人が引続き耕作を行うため、Ｒ８年 

１月１日からＲ８年１２月３１日までの１年間について賃借権設定の許可申請があ 

ったもので、今回が３回目の更新となります。賃借料の年額３,０００円は、従前と 

同額でございます。借人は市内に農地を所有しておらず、当該申請に係る農地以外 

の借入地もございません。今回、使用貸借権を継続する農地２９３㎡では、これま 

でトマト、ピーマン、白菜など野菜の栽培を行っており、今後も同様であるとのこ 

とです。農機具は、耕運機を１台所有しております。農作業に従事する者は、申請 

者、申請者の妻、申請者の母の３名で、いずれも農作業経験１０年となっておりま 

す。各従事者の年間従事日数は、申請者が１００日、申請者の妻及び申請者の母が 

各１５０日とのことから、許可要件となる１５０日を満たしており、すべての農地 

を効率的に耕作可能と認められるものと考えております。令和６年度農地パトロー 

ルの調査結果も耕作中と認められており、地域との調和要件に支障が生じていると 

の報告や相談等もございません。以上から、本件については、問題ないものと判断 

いたします。 



　　　　　　　９番につきましては、新規の申請となります。借人は、岡谷市長地出早二丁目に、 

現況地目「畑」を計２筆／９６８㎡の借入地があり、野菜の作付けを行っておりま 

す。今回新たに借受ける農地３５０㎡は、現況地目が「田」となっているが、既存 

の借入地と合わせて野菜の作付けを行う予定であるとのことです。農機具について 

は、耕運機１台を所有しております。農作業に従事する者は、申請者、申請者の夫、 

申請者の子の３名で、うち１名は農作業経験が２０年となっております。各従事者 

の年間従事日数は、申請者が３０日、申請者の夫が３００日、申請者の子が１５０ 

日とのことから、許可要件となる１５０日を満たしており、すべての農地を効率的 

に耕作可能と認められるものと考えております。令和６年度農地パトロールの調査 

結果は、いずれも耕作中となっており、地域との調和要件に支障が生じているとの 

報告や相談等もございません。以上から、本件については、問題ないものと判断い 

たします。３条貸借については以上となります。 

 

議長　　　　　ありがとうございました。ただいま事務局から説明があり、農地法第３条の規定 

による許可処分の貸借について特に問題ないとのことですが、何かご異議はござい 

ませんでしょうか。 

 

　　　　　　　(異議なし) 

 

議長　　　　　異議なしということで、３番から９番を決定とさせていただきます。議案第４１ 

号は以上です。続きまして、議案第４２号　農地法第４条の規定による許可申請書 

の進達につきまして上程をいたします。１番、地区は小坂地区です。山岡委員よろ 

しくお願いします。 

 

山岡委員　　　説明いたします。申請地の概略の位置は、小坂公民館を諏訪方面に進み、味澤製 

絲(株)を右折し、小坂観音の土手に沿って上ったところに位置します。周辺は住宅 

と農地が混在した地域です。申請内容を申し上げます。 

　　　　　　〔議案書を朗読〕 

　　　　　　　次に、現地調査及び立会人からの聞き取りの結果を申し上げます。現地調査には、 

譲受人が立ち会いました。申請地の西側は市道に接しており、コンクリート柱と境 

界柱で明確になっていました。西側以外は申請者本人の宅地になっているため、境 

界も少し曖昧なところもありましたが、木杭等を打ち込んで明確になっていました。 

申請地は市道より少し低い位置にありますが、現状のまま、基礎を持ち上げるよう 

な形で住宅を作るということです。雨水は敷地内の地下浸透で処理、家庭からの雑 

排水は公共用下水道に接続するとのことです。また、申請地は埋蔵文化財地域に指 

定されておりません。申請内容に関して、近隣の関係者からの了解を得ているとの 

ことです。以上、農地転用に関して特に問題ないと判断しましたが、よろしくご審 

議の程お願いいたします。 



 

議長　　　　　ありがとうございました。ただいま山岡委員から説明があり、農地転用について 

特に問題ないとのことですが、何かご異議はございませんでしょうか。 

 

　　　　　　(異議なし) 

 

議長　　　　　異議なしということですので、１番を決定とさせていただきます。議案第４２号 

は以上です。続きまして、議案第４３号　農地法第５条の規定による許可申請書の 

進達につきまして上程をいたします。１番、地区は小坂地区です。山岡委員よろし 

くお願いします。 

 

山岡委員　　　説明いたします。申請地の概略の位置は、県道岡谷茅野線を諏訪方面に進み、諏 

訪湖スマートインター入口信号機を右折し、すぐに旧道との交差点がありますので 

左折して、諏訪方面に約 20ｍ進んだところを右に上ったところに位置します。周辺 

は住宅と農地が混在している地域です。申請内容を申し上げます。 

　　　　　　〔議案書を朗読〕 

　　　　　　　次に、現地調査及び立会人からの聞き取りの結果を申し上げます。現地調査には、 

申請代理人が立ち会いました。申請地は、スマートインターの工事をしたら湧き水 

が止まってしまい、新たな水源から取水するにあたり、水を溜める桝にパイプを接 

続させるための工事をするとのことです。境界は、ブロック塀と側溝で明確になっ 

ていました。工事箇所は掘り起こした土を埋め戻すとのことで、形状の変更はあり 

ません。また、申請地は埋蔵文化財地域に指定されておりません。申請内容に関し 

て、隣接地所有者からの了解を得ているとのことです。以上、農地転用に関して特 

に問題ないと判断しましたが、よろしくご審議の程お願いいたします。 

 

議長　　　　　ありがとうございました。ただいま山岡委員から説明があり、農地転用について 

特に問題ないとのことですが、何かご異議はございませんでしょうか。 

 

　　　　　　(異議なし) 

 

議長　　　　　異議なしということですので、１番を決定とさせていただきます。続きまして、 

　　　　　　２番、地区は東堀地区です。伊藤委員よろしくお願いします。 

 

伊藤委員　　　説明いたします。申請地の概略の位置は、岡谷自動車学校から諏訪湖方面に 100 

ｍほどのところ、若しくは国道 20 号出早口信号機から南西方面に 130ｍのところに 

位置します。申請内容を申し上げます。 

〔議案書を朗読〕 

次に、現地調査及び立会人からの聞き取りの結果を申し上げます。現地調査には、 



施工業者の社員１名が立ち会いました。隣接地への影響、境界確認ですが、申請地 

は長方形の形をしているのですが、東側は道路、北側宅地との境は 6.5ｍの擁壁、 

西側南側は譲渡人の所有地でコンクリート柱やプラ柱で明確になっていました。ま 

た、申請地は榎垣外遺跡の埋蔵文化財地域に指定されており、２１日に申請をした 

とのことでした。以上、農地転用に関して特に問題ないと判断しましたが、よろし 

くご審議の程お願いいたします。 

 

議長　　　　　ありがとうございました。ただいま伊藤委員から説明があり、農地転用について 

特に問題ないとのことですが、何かご異議はございませんでしょうか。 

 

山﨑委員　　　造成計画図によると、区画がいくつかあって、一帯で造成をするということでよ 

ろしいでしょうか。 

 

伊藤委員　　　転用は農地について行いますが、造成は一帯で行うということでよいです。 

 

議長　　　　　申請地に隣接している雑種地は以前転用したところで、今回、残っていた農地を

転用したということではないでしょうか。他に何かございませんでしょうか。 

 

　　　　　　　(異議なし) 

 

議長　　　　　異議なしということですので、２番を決定とさせていただきます。続きまして、

３番、地区は東堀地区です。伊藤委員よろしくお願いします。 

 

伊藤委員　　　説明いたします。申請地の概略の位置は、十四瀬川から一枚田んぼを隔てたとこ

ろに位置します。申請内容を申し上げます。 

〔議案書を朗読〕 

次に、現地調査及び立会人からの聞き取りの結果を申し上げます。現地調査には、 

申請代理人が立ち会いました。譲渡人は、相続により取得した土地であり、高齢で 

あり、後継者も耕作ができなくて、遠方に居住しており耕作ができない状態です。 

現在は、隣接地所有者に草刈り等をお願いしている状態で、有効に利用できるなら 

ありがたいとの事で話がまとまりました。譲受人は、千葉県在住ですが、申請地の 

隣接地に実家があり、地続きになっております。申請地に赤線が２本ありましたが、 

埋没していて、現在使われていない状態です。岡谷市に申請をしておりますので、 

指示に従って処理をしますとのことです。以上、農地転用に関して特に問題ないと 

判断しましたが、よろしくご審議の程お願いいたします。 

 

議長　　　　　ありがとうございました。ただいま伊藤委員から説明がありましたが、農地転用 

について特に問題ないとのことですが、何かご異議はございませんでしょうか。 



 

　　　　　　　(異議なし) 

 

議長　　　　　異議なしということですので、３番を決定とさせていただきます。議案第４３号 

は以上です。以上をもちまして、日程４の議事は終了いたします。特にないようで 

すので、以上をもちまして、令和７年第１２回岡谷市農業委員会総会を閉会します。 

　【閉会　午後２時５３分】 

令和７年１２月２５日 

　　　　　　　　　　　　　　　議長　　　氏　名　　宮　澤　　淑　　　 

 

議事録署名委員　　　氏　名　　今　井　　久　夫　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　山　田　　和　男　


